令和　４年　７月２５日

会　員　各　位

一般社団法人　石川県建築士事務所協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　小　林　正　澄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　印　省　略）　　
　
地震災害に係る協力要請について（依頼）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　　さて、珠洲市における群発地震を踏まえ、５月開催された「石川県防災会議　震災対策部会」において、石川県住宅センターに対して、地震災害に伴い県内市町から、建築士の派遣要請（応急危険度判定、住宅相談）に対応できる体制の構築を依頼されたところです。
つきましては、下記により協力頂ける会員（所属建築士を含む）の皆様に事前登録して頂きますようよろしくお願いします。
なお、被災度区分判定業務に関する要請については、日本建築防災協会に登録されている会員様にお願いしたいと考えています。

記

１　業務内容：応急危険度判定業務、住宅相談業務
２　場　　所：県内全域
３　その他
・　交通費
協会旅費規程による（自家用車の場合は走行距離に基づき実費相当）
・　報酬（１日５時間程度を想定）別途検討
４　派遣協力者及び対象業務

	氏　　名
	ふりがな

	
	

	生年月日
	大正・昭和・平成　　　年　　月　　日
	性　別
	　男　・　女

	建築士事務所
	名称

	
	〒　　　　－　　　　
住所

	
	電話（　　　）　　　－　　　
	FAX（　　　）　　　－　　　

	対 象 業 務
	応急危険度判定
	
	住宅相談
	



注意１　押印を不要です。
２　協力頂ける業務の全てに○を付して下さい。
３　派遣要請は、地震災害の発生していない地区の方に要請します。
　　４　恐れ入りますが、令和４年８月１日までにＦＡＸ（０７６－２４４－８４７２）に
て回答をお願いします。


